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･会 場 申告会事務所  

指導開始時間：午前９時・１０時・11 時 

午後１時・２時・３時（指導時間、概ね 1 時間） 

（但し、正午から午後 1 時までは昼休みとさせていただきます。） 

･期 間 １１月１０日（金）～１２月８日（金）所属班ごとの指定日はござ 

いません。 

 

･指導を行わない日 下記①・②の期間は、 

年末指導会は行いません。 

① 土日祝祭日（但し、１１月１１日(土)/１２月２日(土)は実施します。） 

② 11 月３０日（木） 

５２８ 

 

５６７ 

年末指導会のお知らせ 

（一社）四谷青色申告会では、新型コロナウイルス感染症
の５類感染症移行後も引き続き予防措置を行っておりま
す。そのため、年末指導会は完全予約制とさせていただき
ます。 
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。なお、ご来所い
ただく際には下記留意事項をご確認ください。 

【 留 意 事 項 】 
⓵ご来所はできる限りお一人様でお願いいたします。②マ
スクの着用はご本人の判断でお願いします。③発熱・咳・
くしゃみ等体調のすぐれない方は、予約を変更のうえ改め
てご来所ください。 
※年末指導会についても、出張指導会は実施いたしません

のでご注意ください。 
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➡「カーボンニュートラル」：二酸化炭素濃度上昇を抑制していくこと、「ダイバーシティ」：直訳は「多様性」企業の取り組みとして使われる機会が増えている。（企業のグローバル化など） 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                        

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

 

税制改正要望運動にご協力を！ 
１０月号で配布致しました「ハガキによる税制改正要望運動」にご協力をお願いしています。 

都議会議員の先生に要望事項実現のために陳情ハガキを出しましょう。 

要望１．小規模住宅用地の都市計画税を２分の１に軽減すること。 

要望２．小規模非住宅用地の固定資産税と都市計画税を２割減額すること。 

要望３．商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を６５％に引き下げること。 
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へ
固
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な
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伊
東
会
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和やかな雰囲気の中 
署の方々と懇談する皆様方 

◇理事会・青色協議会開催◇ 

去る八月三日(木)コモレ四谷（３F）において理事会終了後、青色協議会が新しく四

谷税務署へ着任されました尾部署長様をはじめ署の方々にご臨席を頂き開催されま

した。協議会は会長挨拶、署長様挨拶の後に渡辺副署長様の乾杯のご発声のもと、

立食による懇親会へと移り、署の方々とご出席の方々との懇談が行われ盛会裡のう

ちに終了しました。 

伊
東
克
朗 

会
長 

尾
部
良
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四
谷
税
務
署
長
様 
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よく聞く経済用語を大まかに・・・「コーポレート・ガバナンス」：企業経営を管理監督する仕組み、「サプライチェーン」：生産者から消費者に届くまでの一連の流れのこと➡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                   

                                                

 
金
八
さ
ん
の
お
茶
席
話 

 

※１商工会議所の推薦に基づき融資される日本政策金融公庫の融資制度です。推薦には条件があります。 

※２新宿区より、初回から３６回までの利子支払い額の３０％を補助します。 

◎融資制度額 ２，０００万円 

◎金    利  １．２５％（２０２３年９月１日現在） 

◎担保・保証人 不要（保証協会の保証も不要） 

◎返 済 期 間 ７年以内（設備資金は１０年以内） 

※この融資限度額、返済期間の取り扱いは２０２０年３月３１日 

の日本政策金融公庫受付分までとなります。 

＜問合せ先＞新宿区西新宿６－８－２ BIZ 新宿４F  

        東京商工会議所 新宿支部 ３３４５－

３２９０ 

法律相談 

原則：第二～第四火曜日 

１３～１６時 

弁護士による無料相談 

予約が必要ですのでお電話 

で下記へ。 

（事業の相談に限ります） 

経営相談 

平日 ９：３０ 

    ～１７：００ 

※この融資限度額、返済期間の取り扱いは２０２４年３月３１日 

の日本政策金融公庫受付分までとなります。 

＜問合せ先＞ 新宿区西新宿 ６－８－２ BIZ新宿４F 

 東京商工会議所 新宿支部 ３３４５－３２９０ 

※東京商工会議所の会員・非会員の方を問わずご利用できます。 
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年末指導会のお知らせ 
 

ご 持 参 頂 く も の 

①年末仮決算 

◇令和３・令和４年分決算書・確定申告書控 ◇帳簿類（固定資産台帳等も含む）・預金通帳（事業用） 

◇弥生会計の方はデータ（銀行預金残高等を照合しておいて下さい。） 

◇掛売上、掛仕入がある場合はその資料(請求書等) ◇印鑑、筆記用具、電卓 

◇税務署より源泉税納付書等が届いた方はその書類 

 

②年末調整 

◇源泉台帳（住所・氏名・毎月の支給額・賞与を記入して下さい。又、裏面に捺印をしてください。） 

◇源泉税納付書（７月に納付した領収書もご持参ください。） 

◇令和５年分の生命保険料、損害保険料、小規模企業共済などの控除証明書 

（損害保険料は地震保険料と長期損害保険料に限られます。） 

◇令和５年分の社会保険料（健康保険料、介護保険料等）の額と社会保険料（国民年金 

保険料等）控除証明書等 

◇配偶者特別控除を受ける場合は配偶者の令和５年分所得の見積額 ◇その他年末調整に必要書類 

（注）①１０万円以上の固定資産を購入された方はその資料（内訳や金額の分かるもの）を、 

お持ち下さい。 

②消費税簡易課税制度選択・選択不適用の届出書の提出期限等は選択のしようとする 

若しくは、選択をやめようとする課税期間の初日の前日までです。  
 

 

 

 ※年末調整や確定申告の際には 

1 月～１２月の支払分が必要です。 

国保等の保険料の通知は「年度」（4 月

～3 月）で送られてきます。1～3 月分は

前年度分でご確認ください） 

年末調整・確定申告に必要です 

-年末調整や申告に必要な証明書類の発送時期の目安です- 

・生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書 10 月中旬位～ 

・国民年金の証明書 11 月上旬位～ 

・国民年金基金の証明書 10 月下旬位～ 

・小規模企業共済掛金払込証明書 11 月中旬位～ 

・国民健康保険料決定通知書 6 月中旬～ 

・後期高齢者医療保険 7 月中旬～ 

・介護保険料納入通知書 4 月上旬・７月～ 

・住宅ローンの年末残高証明書 10 月上旬位～ 

 

 

※減価償却の計算書をご希望の方は、事務局へご連絡ください。 

 

☏：０３-３３５１-６１９５ 

6195 新たに１０万円以上の減価償却資産を購入された方もご連絡ください。（資産名、数量、購入日、購入金額など） 


